
陸貨災防発第 278号 

平成 28年 3月 23日 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

各都道府県支部長 殿 

 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

会  長 川  合   正  矩 

（公印省略） 

 

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインについて 

 

 今般、基発 0223第 5号、健発 0223第 3号、職発 0223第 7号により、厚生労働省労働

基準局長、同省健康局長及び職業安定局長より、本職あて別添のとおり通知がありました。 

 定期健康診断における有所見者の割合は、平成20年に全産業で初めて50%を超えて以来、

年々増加傾向を示していますが、陸運業では全産業に比べて 5%程度高い割合での推移が続

いており、憂慮すべき問題となっています。 

 このほど厚生労働省が策定した標記ガイドラインでは、疾病を抱えた労働者が適切な治

療を受けながら仕事との両立を続けられるよう、両立支援に当たっての留意事項、環境整

備、進め方等について、特に企業側の取り組みについて示されています。 

 つきましては、本ガイドラインの内容をご理解のうえ、貴支部傘下の会員事業場等に周

知いただくよう、お願いします。 

 






































































